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■
　登米市訪問看護ステーションは、2013年４月、豊里
病院と米谷病院の訪問看護ステーションを一体化
し、市内や近隣市町で、患者の自宅や各種施設などで
の訪問看護や訪問リハビリテーションなどを提供し
ており地域包括ケア体制の一翼を担っています。
　訪問看護では、病院での積極的な治療を終え、自宅
などで療養生活を送る人や、障がいなどにより一定
の医療処置が必要な人に対し、主治医の指示による
医療処置や24時間の緊急対応、療養生活の相談にも
応じています。
　また、訪問リハビリテーションも、主治医の指示に
より、食事や排せつ、衣服の着脱などの日常生活動作
ができるよう訓練を行い、機能の回復を図ることで
患者・家族の生活の質の向上に努めています。
　サービスの対象は、乳幼児から高齢者まで全ての
年代の訪問看護や訪問リハビリテーションが必要な
人、精神疾患を抱えている人が訪問看護サービスを
利用しています。

訪問看護ステーション
　　　　　　☎0225（76）6210

■
　訪問リハビリテーションでは、患者さんのより良
い暮らしに向けたサポートを提供しています。
　「退院後自宅で以前のように生活ができない」
「ベッドに寝ている時間が増え体力的に心配」「歩く
のがふらつくようになった」などの相談に応じ、ス
タッフが自宅に伺い訓練を行っています。
　自宅での生活に不安がある人は、主治医に相談す
るほか、当ステーションに気軽に相談ください。

訪問リハビリテーションとは
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状態観察、点滴や注射、人工呼吸器の管理、床ずれの
処置、痰の吸引、痛みの軽減や服薬管理など　


